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山梨大学課外活動制限緩和について 

本年 10 月 18 日開催の本学新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、「山梨大学

課外活動制限緩和に向けてのロードマップ」（全学対象）（別添）の共通事項の一部緩和を下

記のとおり行いました。 

なお、本件は別添の「新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する対外試合等の指針」の

１ 参加要件（3）「感染状況に応じてキャンパス（甲府・医学部）毎に個々に判断したこと

に従う。」に基づくものとなっていますので、【各所属キャンパスでの取り扱いに従ってくだ

さい。】 

記 

 

１．部室への入室可能人数制限の撤廃 

 

２．トレーニングルーム使用については、許可制とする。 

 


